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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、環境の変化や当社自体の変革などを踏まえ、全てのステークホルダーの皆様に企業として存続する価値を評価されるよう、企業理念の
実現に向けた経営姿勢を新たに設定し直しました。

これに基づき、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを構築し、継続的なコーポレート・ガバナンスの充実化に取り組みます。

＜企業理念＞

　社会に人に信頼されるものづくり企業であり続けます

＜経営姿勢＞

　新しい価値の創造を顧客と共に実現します

　健全な財務体質と堅実な利益を追求します

　健康で安全に働ける環境整備を推進します

なお、コーポレート・ガバナンスの充実化に際しては、以下の原則に従うこととします。

　（１）株主の実質的な権利・平等性を確保します

　（２）株主をはじめとするステークホルダーと適切に協働します

　（３）適切かつ主体的な会社情報の開示と透明性を確保します

　（４）取締役会、監査役及び監査役会の役割・責務を明確にします

　（５）持続的成長・中長期的な企業価値の向上に資するため株主との対話を行います

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年６月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社では、少数精鋭での迅速かつ充実した議論による意思決定を目指しているため、取締役会の構成人数に関しては適正な規模であることを重
視しております。結果として、現時点ではジェンダーや国際性の面で多様性確保は不十分ですが、現状の体制で取締役会として十分機能している
と考えております。

ただし、多様性と適正規模の両立については、引き続き検討していく所存です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年６月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【原則１－４．政策保有株式】

1. 「政策保有に関する方針」

　当社は、企業価値を向上させるための中長期的視点に立ち、事業戦略上の必要性や取引関係の強化によって得られる当社グループの利益

　と投資額等を総合的に勘案した上で、必要と認められる株式については健全性等に留意しつつ保有していく方針です。

　保有にあたっては、保有目的との整合性や、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年、取締役会において検証し、保有

　の適否を判断することとしております。なお、継続して保有する必要がないと判断した株式は売却を進めるなど、縮減を進めております。

2. 「議決権行使について適切な対応を確保するための基準」

　当該株式に係る議決権の行使に関しましては、当社グループと当該企業の中長期的な発展、企業価値の向上などの観点から議案ごとに賛否

　を総合的に判断いたします。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

当社では、役員のうち、取締役による利益相反取引及び競業取引については、取締役会規程において決議事項とするとともに、かかる取引を行っ
た取締役は遅滞なく取引につき重要な事実を取締役会に報告いたします。

また、主要株主との取引であっても、その取引の重要性やその性質に応じて取締役会や経営会議等で審議される手続が存在しており、監視は行
われています。

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、2022年度中に2023年度中期経営計画（以下、23中計）を公表いたします。23中計には以下の当社対応を盛り込み、多様性の確保への取
り組みを実行してまいります。



（１）新卒採用において多様性確保の目標を設定し、まず母集団の多様性を確保。

（２）管理職等への登用目標は母集団の多様性増加に応じて段階的にアップ。

（３）経営幹部層への登用は幹部母集団の多様性確保までは慎重に判断。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社では、企業年金の積立金の運用は行っておらず、財政状態への影響はありません。

【原則３－１．情報開示の充実】

当社では、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現する
との観点から、以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行っております。

（i）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　中期経営計画・事業再生計画等を策定し、証券アナリスト及び機関投資家向け決算説明会等で説明するなど、会社の企業理念・経営戦略・

　経営計画を開示し、情報発信を行っております。

　中期経営計画・事業再生計画の内容について当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

　　（中期経営計画：　https://www.mes.co.jp/investor/20200805f.pdf）

　　（事業再生計画：　https://www.mes.co.jp/press/2019/uploads/20191111da.pdf）

（ii）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針」を策定し、本報告書の「I コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

（iii）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　独立社外取締役を委員長とする任意の報酬諮問委員会を設置し、同委員会において取締役の報酬決定に関する方針や報酬制度に関する

　審議・答申を行い、また報酬水準や報酬決定の指標などが答申に則っているかの確認を行っております。この答申及び確認を踏まえ、

　社長は報酬制度及び報酬決定の指標等を取締役会に付議しております。

　同委員会の構成及び取締役報酬の構成は、本報告書「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・

　ガバナンス体制の状況」の「１．機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しておりますので、ご参照ください。

（iv）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　独立社外取締役を委員に含む任意の人事諮問委員会を設置し、同委員会が取締役の選任・解職基準及び選任・解職案の確認を行います。

　また、同委員会は監査役候補者が監査役会の定める要件に合致しているかの確認を行います。

　社長は以上の確認を得て、取締役会に付議いたします。

　同委員会の構成は、本報告書「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の

　「１．機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しておりますので、ご参照ください。なお、同委員会の構成を2022年4月より変更する予定です。

　（詳細は後述補充原則４－１０－１をご参照ください。）

（ｖ）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　株主総会の選任・解任議案に、各理由を記載しております。

　詳細は当社ホームページに掲載しております「第118回定時株主総会招集ご通知」の参考書類をご参照ください。

　（https://www.mes.co.jp/investor/20210524a.pdf）

【補充原則３－１－３ サステナビリティについての取組み等】

当社では、2022年度中に23中計を公表いたします。23中計には以下の当社対応を盛り込み、サステナビリティを巡る課題への取り組みを実行して
まいります。

（1）経営課題を「脱炭素社会の実現」、「人口縮小社会の課題解決」に設定。

（2）経営理念上の位置づけ、戦略マテリアリティ設定、経営計画への統合、事業活動への反映、目標指標設定、

　以上を明確にし、情報開示、報酬反映、監督体制の確立へとつなげる。

なお、現時点でのサステナビリティを巡る課題への取り組み、人的資本、知的財産への投資につきましては、当社「統合レポート」、「第118期有価
証券報告書」をご参照ください。

（統合レポート：　https://www.mes.co.jp/investor/NEW_2021_j.pdf）

（第118期有価証券報告書：　https://www.mes.co.jp/investor/2020securities.pdf）

【補充原則４－１－１ 取締役会から経営陣に対する委任範囲】

当社は、法律により取締役会の職務とされている重要な業務執行の決定以外の業務執行について、原則として当該業務の担当取締役に委任し
ております。具体的な業務執行の委任の範囲については、当社ホームページに掲載しております「役員一覧」をご参照ください。

（https://www.mes.co.jp/company/management.html）

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東証の独立役員の独立性基準等を参考にして、「社外役員の独立性基準」を策定し、当社ホームページに掲載しております。

（https://www.mes.co.jp/company/governance/other.html）

【補充原則４－１０－１ 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】

当社では、独立社外取締役を主要な構成員とした任意の指名委員会・報酬委員会である、「人事諮問委員会」と「報酬諮問委員会」を設置しており
ます。これらの任意の委員会の独立性を担保するため、委員会構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、独立社外取締役
を委員長とする方針といたしました。「人事諮問委員会」については、2022年４月より当該方針に沿った運用を開始すべく、現在、社内手続きを進
めております。また、これらの任意の委員会の名称もそれぞれ「指名委員会」と「報酬委員会」に2022年4月より変更いたします。

当該委員会の構成は、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「

１．機関構成・組織運営等に係る事項」「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性」に記載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則４－１１－１ 取締役会全体としての能力、多様性等の考え方】

当社は、取締役候補者を選定・決定するに当たり、当社グループの事業及び経営管理に精通した一定数の社内取締役を確保しつつ、多様性につ
いての時代の要請にかなうべく、他の業態において豊富な経験を有する社外取締役を招聘することにより、取締役会の全体としての知識・経験・
能力のバランス、多様性を確保するように努めております。

当社では、取締役に対して特に期待するスキル・専門的分野を以下６項目としております。

　(1)企業経営

　(2)国際経験

　(3)財務・M&A



　(4)法務・監査

　(5)マーケティング

　(6)技術・ＩＴ

各取締役に特に期待するスキル・専門的分野を可視化したスキル・マトリックスは、当社ホームページに掲載しております。

（https://www.mes.co.jp/company/governance/）

【補充原則４－１１－２ 取締役・監査役の兼任状況】

当社の取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況は、合理的な範囲にとどまっており、事業報告等で毎年開示しております。

詳細は当社ホームページに掲載しております「第118回定時株主総会招集ご通知」の事業報告の「会社役員に関する事項」をご参照ください。

（https://www.mes.co.jp/investor/20210524a.pdf）

【補充原則４－１１－３ 取締役会全体の実効性についての分析・評価】

当社は、全取締役・監査役の自己評価に対して社外取締役・社外監査役の意見を反映する方法により、2020年度の取締役会全体の実効性の分
析・評価を行いました。なお、全取締役・監査役の自己評価については、外部機関からの助言を受けながら、外部機関に直接回答することで更な
る匿名性を担保し、外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、取締役会において分析・評価を行いました。

1. 2020年度の取締役会全体の実効性の分析・評価結果

　当社の取締役会は概ね適切に運営されており、取締役会総体の実効性は総合的に確保されていると評価しております。また、2019年度との

　比較においては、全般的に改善傾向にあると評価しております。会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上及び潜在的なリスクとその

　対処法等の経営に重要な影響を及ぼす事項に関する十分な議論を行うことにつきましては、改善への取組みの結果、一定の効果が見られ

　ましたので定着に向けて施策を継続してまいります。

2. 2020年度の取締役会全体の実効性の分析・評価における課題

（1）取締役会の運営において、効率的な議事進行により実質的な審議時間の確保を図ることについて、改善への取組みを継続してまいりました。

　本年度の分析・評価結果においては、特に資料の提出時期や量等、事前準備に関する改善の必要性があると認識しております。

（2）取締役会の構成員に関しましては、知識・経験・専門性、ジェンダー、国際性等の観点での多様性について引き続き検討していく必要が

　あると考えております。

3. 2020年度の当社業績について

　当社は、事業再生計画の着実な実行により経営状態も確実に回復に向かっていると認識しており、2020年度の業績も僅かではありますが

　黒字となりました。しかしながら、引き続き厳しい経営環境にあり、当社取締役会としては、更に気を引き締めて中期経営計画の達成及び企業

　価値の向上にむけて、より一段と迅速・的確な意思決定に努めるとともに、監視・監督機能の一層の強化を図ってまいります。

【補充原則４－１４－２ 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役及び監査役に対し、以下のとおり、その役割及び責務を果たすために必要な情報を提供しております。

　＜新任社外取締役・社外監査役＞

　　当社の経営理念、企業経営、事業活動、組織等に関する理解を深めることを目的とした説明、工場視察

　＜全取締役・監査役＞

　　経済情勢、業界動向、企業経営、法令、財務等に関する情報・知識の適宜提供（役員トレーニングの実施）

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、株主の理解と支援が不可欠であると認識しており、株主・投資家との
建設的な対話を通じて、長期的な信頼関係を構築していくことが必要であると認識しております。株主・投資家との対話に関しては、CEOが統括し
、必要に応じて関係する各部門の担当役員、社外取締役や監査役等と対応方法を検討し、適切に対応いたします。方法としては、証券アナリスト
、機関投資家に対して定期的に決算説明会を実施するとともに、個人投資家に対しては、当社ホームページにグループ理念、業績、事業内容を分
かりやすく掲載いたします。

グループ理念、業績、事業内容については、当社ホームページをご参照ください。

（グループ理念：　https://www.mes.co.jp/company/philosophy.html）

（業績、事業内容：　https://www.mes.co.jp/investor/highlights/）

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を極めて重要な施策として位置付けており、今後もその実現に向け継続的に取り組んでまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10,109,000 12.50

今治造船株式会社 2,900,000 3.58

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,708,700 3.35

三井物産株式会社（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行） 2,550,000 3.15

株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行退職給付信託口） 2,331,600 2.88

CITIBANK HONG KONG PBG CLIENTS H.K.

（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
1,997,400 2.47

大樹生命保険株式会社（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行） 1,600,000 1.97

BBH　FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
1,600,000 1.97

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEBBOURG/ JASDEC /ACCT BP2S DUBLIN CLIEN

TS-AIFM

（常任代理人　香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）

1,528,000 1.88



BBH　FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
1,498,743 1.85

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

1. 大株主の状況は2021年９月30日現在の状況です。

2. 上記のほか、自己株式が2,244,693株あります。

3. 割合は、自己株式を控除して計算しております。

4. 2021年９月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村アセットマネジメント株式会社及びその共同

　保有者であるノムラ　インターナショナル　ピーエルシーが株式を保有している旨の記載がされているものの、当社として2021年９月30日現

　在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社の関係会社である三井海洋開発株式会社は東京証券取引所第１部に上場しています。同様に、株式会社加地テックは東京証券取引所第２
部に上場しています。

（１）三井海洋開発株式会社は、2021年11月25日に開示しておりますとおり、当社が保有する同社株式の一部を売却したことに伴い、同社は

　持分法適用会社となり、当社連結子会社から除外されました。

（２）株式会社加地テックは小型往復動圧縮機の専業メーカーとして、独自の技術力・開発力を有しており、当社とは異なる領域で事業展開を

　しております。しかし、今後は、特に水素関連でシナジーの発揮を期待しており、同社が当社から独立した上場企業であることが、ブランド

　確立や水素社会自体を育む上で有益と判断しております。

　同社では一定数の独立社外取締役を選任し、少数株主保護の観点で独立性確保に努めております。また、それらの取締役からの様々な

　観点に基づく客観的な意見・助言を同社経営に反映する等、ガバナンス体制の実効性確保に努めております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】



定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

田中稔一 他の会社の出身者 △

芳賀義雄 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田中稔一 ○

田中氏は、三井化学株式会社の名誉顧
問であり、過去において同社の業務執行
者でありました。同社と当社グループとの
間には、機械部品の販売等に関する取引
関係が存在しておりますが、2021年３月31
日現在において同社の当社グループに対
する売上が同社の年間連結売上収益に
占める割合は0.1％未満であり、また、当
社グループの同社に対する売上が当社の
年間連結総売上高に占める割合は0.1％
未満であります。なお、当社の連結子会社
である株式会社三井E&Sエンジニアリング
は、同社との共同事業における金融機関
からの借入金に関して、2020年３月31日
現在において10億89百万円の債務保証を
行っておりましたが、当該債務保証は202
0年度中に終了しております。

【社外取締役選任理由】

長年、大手総合化学会社の経営者として培わ
れた国内外における事業活動や企業経営全般
にわたる豊富な知識と実績を活かし、当社グル
ープの経営全般について大所高所より助言い
ただくとともに、独立した立場からの経営の監
視・監督機能を期待しているため。

【独立役員指定理由】

田中氏は、上場管理等に関するガイドラインIII
５．（３）の２に規定する独立性基準及び当社の
独立性基準に抵触していないことから、一般株
主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し
ているため。



芳賀義雄 ○ －

【社外取締役選任理由】

長年、大手製紙会社の経営者として培われた
国内外における事業活動や企業経営全般にわ
たる豊富な知識と実績を活かし、当社グループ
の経営全般について大所高所より助言いただ
くとともに、独立した立場からの経営の監視・監
督機能を期待しているため。

【独立役員指定理由】

芳賀氏は、上場管理等に関するガイドラインIII
５．（３）の２に規定する独立性基準及び当社の
独立性基準に抵触していないことから、一般株
主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し
ているため。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

人事諮問委員会 4 0 2 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

現在、「人事諮問委員会」は、社長、社長が任命する取締役１名及び独立社外取締役２名の計４名を構成員とし、社長を委員長としております。「
人事諮問委員会」では取締役の選任手続きやサクセッションプランの他、次年度の取締役候補者案についての確認を行っております。

また、「報酬諮問委員会」は社長及び独立社外取締役２名の計３名を構成員とし、独立社外取締役を委員長としております。「報酬諮問委員会」で
は前年度の業績を踏まえた利益連動報酬の確認、役員報酬削減の実施についての確認を行っております。

当社では、これらの任意の委員会の独立性を担保するため、委員会構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、独立社外取
締役を委員長とする方針といたしました。「人事諮問委員会」については、当該方針を満足しておりませんが、2022年４月より当該方針に沿った運
用を開始すべく、現在、社内手続きを進めております。また、「人事諮問委員会」と「報酬諮問委員会」の両委員会の名称もそれぞれ「指名委員会」
と「報酬委員会」に2022年4月より変更いたします。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人の監査計画に対して意見を表明し、重要なリスクについて認識を共有するとともに期中には四半期レビューを中心にして会
計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受け意見交換を行っております。

当社は、内部監査部門として、当社及び子会社からなる企業集団全体を監査対象とする独立性及び客観性を持つ「監査室」を設置しております。
監査室は監査役に対して、隔月で年次業務監査等の内部監査結果など監査業務の執行状況を説明するとともに、適宜社内外の諸情報を提供し
意見交換を行っております。これらの活動を通して監査役から得た意見は、監査室の業務監査テーマ選定等の参考とし、監査内容の充実を図っ
ております。

また、監査室は、監査役が会計監査人から監査計画の説明を受ける会議及び四半期毎にレビュー結果もしくは監査結果について報告を受ける会
議に同席し、監査役と監査室とで情報の共有化を図っております。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

田中浩一 他の会社の出身者 △

上野誠一 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田中浩一 ○

田中氏は、過去において三井物産株式会
社の業務執行者を務めており、同社は当
社の株式の一部を保有しております。同
社と当社グループとの間には、ファイナン
ス組成協力業務費用の支払い等に関する
取引関係が存在しておりますが、2021年３
月31日現在において同社の当社グループ
に対する売上が同社の年間連結収益に
占める割合は0.1％未満であり、また、当
社グループの同社に対する売上が当社の
年間連結総売上高に占める割合は0.1％
未満であります。

【社外監査役選任理由】

主に総合商社の経営者としての経験に基づく
事業活動及び経営全般に関する豊富な見識を
活かし、また、長年、財務・経理業務に携わり
財務・会計に関する相当程度の知見を有して
いることから、客観的な見地から適切な監査を
期待しているため。

【独立役員指定理由】

田中氏は、上場管理等に関するガイドラインIII
５．（３）の２に規定する独立性基準及び当社の
独立性基準に抵触しないことから、一般株主と
利益相反の生じるおそれがない者と判断して
いるため。

上野誠一 ○

上野氏は、過去において株式会社三井住
友銀行の業務執行者を務めており、また、
同行は当社の株式の一部を保有しており
、同行との間には、2021年３月31日現在
において403億80百万円の借り入れがあ
ります。

また、同氏は過去において、三井住友カ
ード株式会社の業務執行者を務めており
ました。同社と当社グループとの間には、
カード利用料の支払い等に関する取引関
係が存在しておりますが、直近の事業年
度において同社の当社グループに対する
売上が同社の営業収益に占める割合は0.
1％未満であり、また、直近の事業年度に
おいて当社グループの同社に対する売上
はございません。

【社外監査役選任理由】

金融機関の経営者としての経験に基づく経済
動向や経営全般に関する豊富な見識を活かし
、客観的な見地から適切な監査を期待している
ため。

【独立役員指定理由】

上野氏は、上場管理等に関するガイドラインIII
５．（３）の２に規定する独立性基準及び当社の
独立性基準に抵触しないことから、一般株主と
利益相反の生じるおそれがない者と判断して
いるため。



【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

1. 取締役報酬の構成

　取締役の報酬は、役位によって定める月例報酬、利益連動報酬及び株価連動報酬からなる体系としております（社外取締役は月例報酬のみ

　とし、非常勤取締役は除いております）。

2. 利益連動報酬

　当社の経営戦略に即した業績評価指標、具体的には連結投下資本利益率（ROIC）を基準とすることでより経営効率を高め、また報酬と

　業績の連動性を高めることを目的に、短期インセンティブとして利益連動報酬を導入しております。

3. 株価連動報酬

　在任中において中長期的業績の向上を促し、また割当期間と支給期間を同一とすることで、退任後も在任期間と同期間、経営に責任を持たせ

　ることを目的に中長期インセンティブとして株価連動報酬を導入しております。これは、在任中に一定額の株価連動報酬基礎額を毎年割当て、

　退任後、割当期間に対応する各年において在任時からの株価の変動に連動した報酬を支給するものです。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役に支払った報酬等の額は、取締役７名（2020年６月25日開催の第117回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役２名
を含み、無報酬の取締役５名を除く）に対して91百万円、監査役４名に対して72百万円、合計164百万円であります。なお、上記には、使用人兼務
取締役の使用人分給与は含まれておりません。

上記の他、退任した取締役５名に対して、在任時の株価連動報酬額５百万円を支給しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



1. 取締役の報酬額は2010年６月の第107回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額630百万円以内（使用人分給与は含まない）、

　監査役の報酬限度額は年額90百万円以内と決議いただいています。

2. 取締役の報酬算定方法は、独立社外取締役を委員長とする任意の報酬諮問委員会による報酬制度や報酬水準、業績連動等の指標等に

　関する答申を踏まえ、取締役会にて決定するものとします。

3. 監査役の報酬は、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で、監査役会にて決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役へは法務室が事務局として取締役会議案の事前説明を行うこととしております（定例開催）。この他に主要子会社へ
の訪問を通じて事業の理解をより深めて頂くよう対応しております。

また、社外監査役へは監査役会等において常勤監査役が取締役会の議案および社内情勢について説明し意見交換を行うほか、一部の監査に同
行することで当社の内部統制の状況を把握していただいております。

なお、監査役の業務を補佐する部署として「監査役室」を設け、常勤の使用人を置いております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

岡野利道 名誉顧問 無
【勤務形態】　非常勤

【報酬】　無
2001/06/28 終身

元山登雄 名誉顧問 無
【勤務形態】　非常勤

【報酬】　無
2007/06/27 終身

加藤泰彦 特別顧問
社外団体活動

（経営非関与）

【勤務形態】　非常勤

【報酬】　無
2013/06/27 停年制

田中孝雄 特別顧問
社外団体活動

（経営非関与）

【勤務形態】　非常勤

【報酬】　有
2019/12/31 停年制

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 4 名

その他の事項

顧問等の取り扱いについては、社内規程で定めています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）現状の体制の概要

　当社は、監査役会設置会社の形態によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、会計監査人を設置しております。当社では取締役の任期を

　１年とし、取締役に対する信任を株主各位が確認する機会を増すことに努めております。2021年６月25日以降、当社の取締役会は６名で

　構成されており、取締役のうち２名が非常勤の社外取締役です。また、当社の監査役会は４名で構成されており、監査役のうち２名が非常勤

　の社外監査役です。

　子会社から成る企業集団についても、グループ傘下の国内子会社は監査役制度を採用しており、うち大会社については常勤監査役を設置して

　おります。当社の監査役と子会社の監査役は定期的に情報交換を行い、監査の実効性を高めております。

（２）業務執行

　当社では、取締役会により決定された基本方針に基づく業務執行のために経営会議体として、取締役会の他に「グループ経営委員会」と

　「経営会議」を設けており、グループ経営委員会は常勤取締役及びグループ傘下の主要子会社社長によって構成され、経営会議は常勤

　取締役で構成しております。グループ経営委員会ではグループ全体の中・長期の経営計画の方向性についての協議を行い、経営会議では

　その方向性に基づく個別の業務執行について審議を行うこととしております。

　2020年度における取締役会をはじめ各種経営会議体の活動状況は以下のとおりです。

　　イ．取締役会

　　　　定例12回、臨時９回開催しており、重要事項の決定及び業務執行の監督を行っております。

　　　　また、必要に応じて内部統制システム構築の基本方針の見直しも行っております。

　　ロ．グループ経営委員会

　　　　４回開催しており、前述のとおりグループ全体の中・長期の経営計画の方向性に関する協議を中心に行っております。

　　ハ．経営会議

　　　　定例12回、臨時１回開催しており、前述のとおり個別の業務執行についての審議を行っております。

（３）監査役監査

　監査役は、取締役会、経営会議及びグループ経営委員会に出席し必要に応じ意見を述べるとともに、取締役が監査役会に報告すべき事項を



　定めた規程による適時、適切な情報収集に加え、代表取締役社長、取締役及び社外取締役との定期的な会合、社内各部門及び子会社から

　なる企業集団に対する業務執行状況の監査等を通じて、取締役の職務執行を監視・監督しております。

（４）内部監査

　当社は、内部監査部門として、当社及び子会社から成る企業集団全体を監査対象とする独立性及び客観性を持つ「監査室」を設置しておりま

　す。監査室は、公認内部監査人２名、公認情報システム監査人１名、内部監査士４名など監査専門資格保持者を含む専任７名を擁し、経営

　会議の承認を受けた年間業務計画に基づき、業務監査を実施します。監査結果は経営会議及び取締役会に報告されるとともに、監査指摘

　事項は業務執行命令により是正されます。その後フォローアップ監査を行い、是正の完了を確認しております。

（５）会計監査

　当社は、会計監査業務を有限責任あずさ監査法人に委嘱しており、2020年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査

　業務にかかる補助者の構成は以下のとおりです。

　　イ．有限責任 あずさ監査法人　指定有限責任社員・業務執行社員 武久善栄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指定有限責任社員・業務執行社員 山田　真

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指定有限責任社員・業務執行社員 武田芳明

　　　　なお、継続監査年数については全員７年以内であるため記載を省略しております。

　　ロ．会計監査業務にかかる補助者の構成

　　　　公認会計士 ９名

　　　　その他 　　　16名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役による監査機能の実効性を高めるとともに、経験豊富な社外取締役が経営者の視点で取締役の職務執行を監視する統治体制が
「ものづくり企業」である当社の業態に適していると判断し、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会日３週間前に招集通知（事業報告を含む）を発送しており、第118回定時株主総
会の招集通知は2021年６月４日に発送しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット上の議決権行使ウェブサイトにて行使することができます。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家の株主は議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知の参考書類を英訳しています。

その他 ホームページに招集通知(和文全文、英文は参考書類のみ）を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期ごとに決算説明会を開催しております。

第２四半期、第４四半期：説明者（CEO）

第１四半期、第３四半期：説明者（CFO）

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
欧州、アジアを中心に海外機関投資家を訪問し、直近の決算や経営計画等を
説明しておりますが、COVID-19の影響により実施できない場合もあります。

あり



IR資料のホームページ掲載

IRに関するURL：

　https://www.mes.co.jp/investor/　及び

　https://www.mes.co.jp/company/

掲載している投資家向け情報：

　中期経営計画、定款、コーポレート・ガバナンス報告書、決算短信、有価

　証券報告書、株主向け報告書、コーポレートレポート、株主総会報告、

　株主総会招集通知など

IRに関する部署（担当者）の設置
担当部署：ＩＲ室

担当役員：代表取締役副社長　松原圭吾

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業理念、経営姿勢、行動規準としてステークホルダーの尊重の理念を明記しております
。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
環境安全室を設け、法令を遵守し、ＩＳＯ１４００１に基づいて、環境管理を行っております。
また、従来のCSR報告書とアニュアルレポートに相当する「統合レポート」を発行し活動の
内容を公表しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

適法かつ適時・適切な会社情報のデスクロージャーを目的に、「会社情報の情報開示に関
する規程」を定め会社情報の情報開示を行っております。

その他

【女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保に向けた取り組み】

性別、国籍に関わらず、従業員全員がそれぞれの能力を発揮できるよう、雇用・労働環境
の整備に取り組んでおり、採用段階での対応、採用後の定着のための労働環境整備等、
ステージごとに実効ある施策を講じております。特に女性については女性活躍推進法に基
づく一般事業主行動計画により、昇格機会の提供や家庭生活の両立に資する雇用環境の
整備に関して目標を設定、取り組みをフォローしています。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり決議し、業務の適正を確保
するための体制を整備しております。

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　イ.　会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われることを確保するため、取締役会はコーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社及び

　　　子会社から成る企業集団としての有効なリスク管理体制、実効性のある内部統制システム及びコンプライアンス体制をより強固にする。

　ロ.　取締役会の監督機能を強化するため、独立した立場である社外取締役を選任する。

　ハ.　財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性の確保を図る。

　ニ.　監査役並びに監査役会が行うリスク管理体制、内部統制システム及びコンプライアンス体制の有効性等に関する監査報告に基づき、問題

　　　の早期発見とその是正を図る。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　イ.　各経営会議体の運営に関する社内規程に基づき、各経営会議体の事務局は経営の意思決定及び業務執行に係る記録（電磁的記録を含

　　　む）を作成し、これを適切に保存、管理する。

　ロ.　取締役及び監査役は、これらをいつでも閲覧することができる。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　イ.　経営諸活動全般に係るすべてのリスクを網羅的に把握、評価し、優先すべき重要なリスクについて適正な対応がなされているか、経営レベ

　　　ルで継続的に確認、管理するトータルリスクマネジメントを推進する。

　ロ.　事業継続や安全・人命確保に重大な影響を与える事態、企業の存続に重大な脅威となる緊急事態など、不測の事態が発生した場合には、

　　　代表取締役または対象事案の担当取締役を委員長とする「特別危機管理委員会」において迅速に対応を検討し、損失の拡大を最小限に

　　　止める。

　ハ.　経営に対する影響が大きい事業運営上のリスク管理については、「全社リスク管理・決裁基準」に基づき、関係部署によるリスクチェックを

　　　行う。主要な子会社においては「リスク管理検討会議」を設置し、個社で自主リスクチェックを行い、その結果も踏まえて当社関係部署に

　　　よるリスクチェックを行う。

　ニ.　業務執行部門のリスク管理状況については、独立性及び客観性を持つ内部監査部門の内部監査により有効性の検証、不備是正勧告など

　　　を行う。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　イ.　定例取締役会並びに必要に応じて随時開催する臨時取締役会のほか、取締役会が職務の執行を適正かつ効率的に行うための基礎となる

　　　経営判断を迅速に行うため、経営会議等の経営会議体を組織し、それぞれの運営規程に定める機能に応じ経営の重要事項を審議し、意思



　　　決定を行う。

　ロ.　取締役会で決定された業務分担により、取締役は責任と権限をもって担当部門において効率的に職務執行を行い、その執行状況について

　　　３カ月に１回以上、取締役会にて報告を行う。

　ハ.　取締役会は、目標の明確な付与、採算確保の徹底を通じて市場競争力の強化を図るために当社グループの目標値を年度予算として

　　　策定させる。その執行状況について３カ月に１回、取締役が経営会議構成メンバー他関係者に報告を行うとともに取締役会構成メンバーに

　　　報告を行う。

（５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　イ.　コンプライアンス体制については、「グループコンプライアンス運営規程」に基づき、当社取締役の中より選任されたチーフコンプライアンス

　　　オフィサー（以下、CCO）を委員長とする「グループコンプライアンス委員会」を設置し、独占禁止法の遵守を含め監視、啓発活動を推進する。

　ロ.　企業行動規準の遵守については、当社及び子会社の役職員に対する教育、啓発活動を推進し、周知徹底する。

　ハ.　法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見のため、コンプライアンス事務局長及び社外弁護士が当社及び当社子会社並

　　　びにその取引先の全役職員等から相談や通報を直接受ける「ヘルプライン」（内部通報制度）を設け、公益通報者保護法に準拠した「不正通

　　　報・相談制度の運用に関する規程」に基づき、その実効性を確保する。

　ニ.　コンプライアンス体制については、内部監査部門の内部監査により有効性を検証し、不備があれば是正する。

　ホ.　財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保することに努め、財務情報他会社情報の情報開示については、会社情

　　　報の情報開示に関する社内規程に基づき適時・適正な開示を行う。

（６）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　イ.　企業集団における「企業理念」、「経営姿勢」及び「行動規準」を定め、これを基礎として各社において必要な体制を整える。

　ロ.　経営管理については、子会社各社へ取締役及び監査役を派遣し監督を行うことに加え、「グループ経営管理規程」他の社内規程に基づく

　　　当社による決裁制度及び当社への報告制度を通じて管理、監督を行う。

　ハ.　企業集団における財務報告に係る内部統制については、自己評価によるセルフチェックに加えて、内部監査部門の独立的評価により

　　　有効性を検証し、不備があれば是正する。

　ニ.　コンプライアンスについては、「グループコンプライアンス運営規程」を子会社の役職員にも適用し、各子会社の内部統制を所管する取締役

　　　又は執行役員が当社の「グループコンプライアンス委員会」の指導のもとに、各社の実情に応じたコンプライアンス体制を整備する。

　ホ.　子会社の役職員も「ヘルプライン」の利用対象者に含める。

　ヘ.　子会社に関する当社の経営に重要な影響を及ぼすリスクは、「トータルリスクマネジメント」に包含し、企業集団内でリスクが顕在化しない

　　　ようリスクの一層の低減を図る。

（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　イ.　監査役の職務を補助する組織として業務執行部門から独立した「監査役室」を設置し、常勤の使用人を置く。

　ロ.　監査役室に所属する使用人は監査役の指示により監査役の職務の執行を補助する。

（８）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　イ.　監査役室に所属する常勤の使用人は、取締役の指揮・監督を受けない。

　ロ.　監査役室に所属する常勤の使用人の人事に関しては、監査役と協議し決定する。

（９）監査役への報告に関する体制

　イ.　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制

　　　ａ）経営会議体規程に基づき監査役は経営会議等に出席し、事務局は監査役に議事録を提出する。

　　　ｂ）取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。

　　　ｃ）取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項については、報告事項及び報告要領を監査役会と協議のうえ定め、適時・適切に監査役会

　　　　に報告する。

　　　ｄ）監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

　ロ.　子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

　　　ａ）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したと

　　　　きは直ちに監査役に報告する。

　　　ｂ）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告すべき事項については、報告事項及び報告要

　　　　領を監査役会と協議のうえ定め、適時・適切に監査役会に報告する。

　　　ｃ）監査役は必要に応じて、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者に対して報告を求めることができる。

（10）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　イ.　公益通報者保護法に準拠した「不正通報・相談制度の運用に関する規程」に基づき、その実効性を図る。

（11）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に

　　　係る方針に関する事項

　イ.　監査役会が要求した場合は、監査役の職務執行に支障の無い様、適切かつ迅速に費用又は債務の処理を行う。

（12）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　イ.　代表取締役は、監査役と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社経営に関する意見交換ほか、意思疎通を図る。

　ロ.　取締役は、監査役が会計監査人、内部監査部門及び子会社監査役との連携を通して、実効的な監査が行えるよう協力する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として関係を排除する方針を企業行動規準に明記し、当社グル
ープの全役職員に周知徹底しています。また、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、それら勢力からの要求に屈することなく、法的
手段により解決します。

当社グループにおける反社会的勢力排除に向けた取り組みとしては、当社の人事総務部門及び子会社の総務部門を一次対応部署とし、事案に
より当社の人事総務部門と子会社の総務部門とで連携し、グループ一体となり解決を図ります。また、弁護士や警察等外部専門機関とも連携し適
切な対応を取ることとしています。啓発活動として企業行動規準に関する事例集に反社会的勢力排除に関する対応等を記載し、当社グループ内
への周知徹底に努めます。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

企業価値を高め、時価総額を拡大することが敵対的買収に対する防衛策と考え、企業価値を高める経営に努めております。そのため、特記すべ
き買収防衛策は導入しておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

昨今の内部統制強化の動向に対応するため、全社的な「内部統制推進体制」を構築しており、「トータルリスク・内部統制委員会」を設置し、経営
企画部担当役員が責任者として推進しております。



コーポレート・ガバナンスと内部統制の仕組み
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適時開示体制概要書 
 

会社名 株式会社三井 E&S ホールディングス 

（コード番号 ７００３ 東証第１部） 

 
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 
記 

１． 適時開示に係る基本姿勢について 

当社及び子会社（以下、当社グループという）では、投資者に対して適時適切な会社情報の

開示を行うことを基本姿勢とし、取締役会及び経営会議などの経営会議体で決定した事項（決

定事実、決算情報）や当社グループ各部門の開示情報取扱責任者が把握した事項（発生事

実）のうち、証券取引法及び証券取引所の定める適時開示規則により開示が要請される重要

情報（適時開示情報）について、適時適切な開示に努めております。 

 
２． 適時開示に係る社内体制について 

社内規程（「会社情報の適時開示に関する規程」）に基づき、当社グループ各部門に開示情

報取扱責任者を任命するとともに、当社グループ全体の適時開示に関する担当部署を経営企

画部と定め、開示プロセス全般に渡る体制を整え以下のとおり対応しております。（概略図添

付） 

 
・ 開示情報取扱責任者は、決定事実及び決算情報については経営会議体での決定後、発

生事実については発生後速やかに適時開示担当部署（経営企画部）を通じて適時開示を

行っております。 

 
・ 開示情報取扱責任者は、所管子会社を含む当該部門に係る情報をチェックリストを用いる

などして定常的に、網羅的に情報収集するとともに、適時開示に関する内部統制を行って

おります。 

 
・ 情報の重要性の判断、適時開示情報か否かの検討、適時開示情報の適正性の確認につ

いては、開示情報取扱責任者からの照会、報告に基づき、適時開示担当部署（経営企画

部）が法務室、財務経理部など関係専門部署の支援の下に、検討を行っております。また、

適時開示担当部署（経営企画部）においては、当社の直近の決算数値データに基づき算

出した開示基準表（当社、国内及び海外子会社用）をグループイントラネットにも掲示するな

ど、適時開示規則の周知・徹底に日頃より努めております。 

 
３． 社内体制の適正性の確保について 

担当取締役を中心とした取締役会による監督、監査役による「監査役監査基準」に基づく監査

のほか、監査室による業務監査の実施により、適正性の確保に努めております。 

以上 



【会社情報の適時開示に係る社内体制概略図】
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